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【 請 求 項 １ 】
　 内 面 と 外 面 と を 有 す る ハ ウ ジ ン グ を 形 成 し 、 前 記 ハ ウ ジ ン グ を 取 付 け 可 能 な 部 分 と 手 で
取 外 し 可 能 な 部 分 と に 手 で 分 離 す る 手 段 を 含 む 壁 と 、
　 対 向 す る 端 部 と 、 前 記 対 向 す る 端 部 間 に 延 在 す る 伸 張 剥 離 接 着 剤 で 画 定 さ れ た 対 向 す る
主 面 と を 有 し 、 平 ら な 支 持 表 面 に 接 着 し て 、 前 記 支 持 表 面 に 沿 っ て 前 記 ハ ウ ジ ン グ を 支 持
す る こ と が で き る 、 前 記 ハ ウ ジ ン グ の 前 記 取 付 け 可 能 な 部 分 の 外 面 に 沿 っ て 接 着 さ れ た 第
１ の 部 分 を 有 し 、 前 記 第 １ の 部 分 の 一 端 か ら 延 在 す る 第 ２ の 部 分 を さ ら に 含 む 、 あ る 長 さ
の 取 付 け ス ト リ ッ プ 材 料 と 、
　 前 記 あ る 長 さ の 取 付 け ス ト リ ッ プ 材 料 の 前 記 第 １ の 部 分 を 前 記 平 ら な 支 持 表 面 に 沿 っ て
接 着 す る と き に 、 前 記 あ る 長 さ の 取 付 け ス ト リ ッ プ 材 料 の 前 記 第 ２ の 部 分 と 前 記 平 ら な 支
持 表 面 と の 間 の 接 着 を 制 限 す る 手 段 と 、 を 含 む パ ッ ケ ー ジ ア セ ン ブ リ で あ っ て 、
　 前 記 ハ ウ ジ ン グ の 前 記 手 で 取 外 し 可 能 な 部 分 が 、 前 記 ハ ウ ジ ン グ の 前 記 取 付 け 可 能 な 部
分 か ら 手 で 取 外 し 可 能 で あ り 、 前 記 第 ２ の 部 分 と の 係 合 に よ っ て 、 前 記 あ る 長 さ の 取 付 け
ス ト リ ッ プ 材 料 の 前 記 第 １ の 部 分 を 手 で 伸 張 し て 、 前 記 ハ ウ ジ ン グ の 前 記 取 付 け 可 能 な 部
分 と 前 記 平 ら な 支 持 表 面 と の 間 か ら 、 前 記 取 付 け ス ト リ ッ プ 材 料 の 前 記 第 １ の 部 分 を 取 外
す こ と が で き る 、 パ ッ ケ ー ジ ア セ ン ブ リ 。
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